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2.管理コー
ド

3.規制の特
例事項名

6.措
置の
分類

7.措置
の内容

8.措置の概要(対応策)
11．各省庁からの回答に対する構
造改革特区推進室からの再検討
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直し

13．「措置の
内容」の見
直し

14．各省庁からの再検討要請に対する回答
15 各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室から
の再々検討要請

16．「措
置の分
類」の見
直し

17．「措
置の内
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直し

18.各省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

提案主体名
特区計画の名

称
規制の特例事項（事

項名）

220010
景品表示
法第３条の
撤廃

C Ⅰ

　本企画は，懸賞の方法により景品類を提供するものであ
り，懸賞制限告示の制限を超えるものであり，景品表示法上
禁止されるものである。景品表示法は，景品付き販売が野
放しの状態で行われると，事業者間において，商品・サービ
スの品質・価格による競争ではなく，過大な景品提供による
不当な顧客の獲得競争が行われるようになり，本来の商品・
サービスによる競争を歪めることとなるため，公正な競争秩
序を維持する観点から，景品類の提供に一定の制限を設け
ているものである。このような観点から，懸賞制限告示にお
いても，懸賞の方法を用いて提供する景品類の価額に一定
の制限を設けているものである。経済構造改革の推進に当
たっては，公正かつ自由な競争秩序の維持・確保が不可欠
であるところ，提案された特例事項については，このような不
当な顧客誘引の防止による競争秩序の維持を目的とする景
品規制を緩和することになり，経済社会の構造改革を推進
するとともに地域の活性化を図るという経済改革特区の趣
旨にも反することになることから，特区の対象とすることは適
当ではない。
　なお，本企画においては，宝くじ又は加盟商店の取引附随
性から，景品類とされるものであることから，当該取引附随
性を絶つことによって，景品表示法による景品規制とは関係
なく，いわゆるオープン懸賞の範囲内において実施できるも
のと考えられる。

2162010 個人
夢ポイント情
報基地

景品表示法第３条
の撤廃

220020

商品を購
入した者に
提供する
景品の価
額の制限
の撤廃

C Ⅲ

　景品表示法は，景品付き販売が野放しの状態で行われる
と，事業者間において，商品・サービスの品質・価格による
競争ではなく，過大な景品提供による不当な顧客の獲得競
争が行われるようになり，本来の商品・サービスによる競争
を歪めることとなるため，公正な競争秩序を維持する観点か
ら，景品類の提供に一定の制限を設けているものであり，こ
のような観点から，総付け景品制限告示においても，懸賞に
よらないで提供する景品類の価額に一定の制限を設けてい
るものである。経済構造改革の推進に当たっては，公正かつ
自由な競争秩序の維持・確保が不可欠であるところ，提案さ
れた特例事項については，このような不当な顧客誘引の防
止による競争秩序の維持を目的とする景品規制を緩和する
ことになり，経済社会の構造改革を推進するとともに地域の
活性化を図るという経済改革特区の趣旨にも反することにな
ることから，特区の対象とすることは適当ではない。

貴委員会の回答では、「不当な
顧客誘引の防止による競争秩
序の維持」から規制が必要とし
ているが、提案者からは、「消
費者は何をいくらで買って、何
がおまけで付いているかを理
解したうえで購入するかを選択
するのである。」、「むしろ、景品
提供を規制することによって、
事業者間の公正な競争が妨げ
られ、本来、消費者が得られる
はずの利益の享受が阻害され
ているおそれの方が大きい。」
等の意見が出されており、これ
らを踏まえ、再度検討し、回答
されたい。

C Ⅲ

　景品表示法は，景品付き販売が野放しの状
態で行われると，事業者間において，商品・
サービスの品質・価格による競争ではなく，過
大な景品提供による不当な顧客の獲得競争
が行われるようになり，本来の商品・サービス
による競争を歪めることとなるため，公正な競
争秩序を維持する観点から，景品類の提供
に一定の制限を設けているものであり，この
ような観点から，「一般消費者に対する景品
類の提供に関する事項の制限」（総付け景品
制限告示）においても，懸賞によらないで提
供する景品類の価額に一定の制限を設けて
いるものである。
　このような景品規制は，すべての景品類の
提供を禁止するのではなく，本来の商品・
サービスによる競争を歪めることとなるような
もののみを規制しているものであって，消費
者が景品目的で商品・サービスを選択するこ
ととはならないようなものについてまで規制を
するものではない。
　　経済構造改革の推進に当たっては，公正
かつ自由な競争秩序の維持・確保が不可欠
であるところ，提案された特例事項について
は，このような不当な顧客誘引の防止による
競争秩序の維持を目的とする景品規制を緩
和することになり，経済社会の構造改革を推
進するとともに地域の活性化を図るという経
済改革特区の趣旨にも反することになること
から，特区の対象とすることは適当ではな
い。

提案主体の意見によれば、「現在の社会において
は、販売の際に表示が明確になされれば、消費者
は何をいくらで買って、何がおまけで付いているか
を理解した上で購入するか否かを選択するはずで
あり、「過大な景品提供による不当な顧客の獲得競
争が行われる。」という担当省庁の仮定は現実的で
はないと考える。」とあり、これを踏まえ、再度、要
望を実現できないか、具体的に検討し、回答された
い。

C Ⅲ

　景品表示法は，景品付き販売が野放しの状態で
行われると，事業者間において，商品・サービスの
品質・価格による競争ではなく，過大な景品提供に
よる不当な顧客の獲得競争が行われるようになり，
本来の商品・サービスによる競争を歪めることとな
るため，公正な競争秩序を維持する観点から，景
品類の提供に一定の制限を設けているものであ
り，このような観点から，「一般消費者に対する景
品類の提供に関する事項の制限」（総付け景品制
限告示）においても，懸賞によらないで提供する景
品類の価額に一定の制限を設けているものであ
る。平成１４年度においても，総付景品制限告示に
係る景品事件として，３９件を処理しているところで
ある。
　なお，このような景品規制は，すべての景品類の
提供を禁止するのではなく，本来の商品・サービス
による競争を歪めることとなるようなもののみを規
制しているものであって，消費者が景品目的で商
品・サービスを選択することとはならないようなもの
についてまで規制をするものではない。
　　経済構造改革の推進に当たっては，公正かつ
自由な競争秩序の維持・確保が不可欠であるとこ
ろ，提案された特例事項については，このような不
当な顧客誘引の防止による競争秩序の維持を目
的とする景品規制を緩和することになり，経済社会
の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図
るという経済改革特区の趣旨にも反することになる
ことから，特区の対象とすることは適当ではない。

2239010
株式会社東
京リーガルマ
インド（50020）

景品付け放題
特区

商品を購入した者
に提供する景品の
価額の制限の撤廃

1 ページ



22 公正取引委　再々検討要請＋回答 

2.管理コー
ド

3.規制の特
例事項名

6.措
置の
分類

7.措置
の内容

8.措置の概要(対応策)
11．各省庁からの回答に対する構
造改革特区推進室からの再検討

要請

12．「措置の
分類」の見
直し

13．「措置の
内容」の見
直し

14．各省庁からの再検討要請に対する回答
15 各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室から
の再々検討要請

16．「措
置の分
類」の見
直し

17．「措
置の内
容」の見
直し

18.各省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

提案主体名
特区計画の名

称
規制の特例事項（事

項名）

220020

商品を購
入した者に
提供する
景品の価
額の制限
の撤廃

C Ⅲ

　景品表示法は，景品付き販売が野放しの状態で行われる
と，事業者間において，商品・サービスの品質・価格による
競争ではなく，過大な景品提供による不当な顧客の獲得競
争が行われるようになり，本来の商品・サービスによる競争
を歪めることとなるため，公正な競争秩序を維持する観点か
ら，景品類の提供に一定の制限を設けているものであり，こ
のような観点から，総付け景品制限告示においても，懸賞に
よらないで提供する景品類の価額に一定の制限を設けてい
るものである。経済構造改革の推進に当たっては，公正かつ
自由な競争秩序の維持・確保が不可欠であるところ，提案さ
れた特例事項については，このような不当な顧客誘引の防
止による競争秩序の維持を目的とする景品規制を緩和する
ことになり，経済社会の構造改革を推進するとともに地域の
活性化を図るという経済改革特区の趣旨にも反することにな
ることから，特区の対象とすることは適当ではない。

貴委員会の回答では、「不当な
顧客誘引の防止による競争秩
序の維持」から規制が必要とし
ているが、提案者からは、「消
費者は何をいくらで買って、何
がおまけで付いているかを理
解したうえで購入するかを選択
するのである。」、「むしろ、景品
提供を規制することによって、
事業者間の公正な競争が妨げ
られ、本来、消費者が得られる
はずの利益の享受が阻害され
ているおそれの方が大きい。」
等の意見が出されており、これ
らを踏まえ、再度検討し、回答
されたい。

C Ⅲ

　景品表示法は，景品付き販売が野放しの状
態で行われると，事業者間において，商品・
サービスの品質・価格による競争ではなく，過
大な景品提供による不当な顧客の獲得競争
が行われるようになり，本来の商品・サービス
による競争を歪めることとなるため，公正な競
争秩序を維持する観点から，景品類の提供
に一定の制限を設けているものであり，この
ような観点から，「一般消費者に対する景品
類の提供に関する事項の制限」（総付け景品
制限告示）においても，懸賞によらないで提
供する景品類の価額に一定の制限を設けて
いるものである。
　このような景品規制は，すべての景品類の
提供を禁止するのではなく，本来の商品・
サービスによる競争を歪めることとなるような
もののみを規制しているものであって，消費
者が景品目的で商品・サービスを選択するこ
ととはならないようなものについてまで規制を
するものではない。
　　経済構造改革の推進に当たっては，公正
かつ自由な競争秩序の維持・確保が不可欠
であるところ，提案された特例事項について
は，このような不当な顧客誘引の防止による
競争秩序の維持を目的とする景品規制を緩
和することになり，経済社会の構造改革を推
進するとともに地域の活性化を図るという経
済改革特区の趣旨にも反することになること
から，特区の対象とすることは適当ではな
い。

提案主体の意見によれば、「現在の社会において
は、販売の際に表示が明確になされれば、消費者
は何をいくらで買って、何がおまけで付いているか
を理解した上で購入するか否かを選択するはずで
あり、「過大な景品提供による不当な顧客の獲得競
争が行われる。」という担当省庁の仮定は現実的で
はないと考える。」とあり、これを踏まえ、再度、要
望を実現できないか、具体的に検討し、回答された
い。

C Ⅲ

　景品表示法は，景品付き販売が野放しの状態で
行われると，事業者間において，商品・サービスの
品質・価格による競争ではなく，過大な景品提供に
よる不当な顧客の獲得競争が行われるようになり，
本来の商品・サービスによる競争を歪めることとな
るため，公正な競争秩序を維持する観点から，景
品類の提供に一定の制限を設けているものであ
り，このような観点から，「一般消費者に対する景
品類の提供に関する事項の制限」（総付け景品制
限告示）においても，懸賞によらないで提供する景
品類の価額に一定の制限を設けているものであ
る。平成１４年度においても，総付景品制限告示に
係る景品事件として，３９件を処理しているところで
ある。
　なお，このような景品規制は，すべての景品類の
提供を禁止するのではなく，本来の商品・サービス
による競争を歪めることとなるようなもののみを規
制しているものであって，消費者が景品目的で商
品・サービスを選択することとはならないようなもの
についてまで規制をするものではない。
　　経済構造改革の推進に当たっては，公正かつ
自由な競争秩序の維持・確保が不可欠であるとこ
ろ，提案された特例事項については，このような不
当な顧客誘引の防止による競争秩序の維持を目
的とする景品規制を緩和することになり，経済社会
の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図
るという経済改革特区の趣旨にも反することになる
ことから，特区の対象とすることは適当ではない。

2239020
株式会社東
京リーガルマ
インド（50020）

景品付け放題
特区

購入者を対象とす
るが購入額の多少
を問わないで景品
類を提供する場合
の景品の価額制限
を撤廃する。

220020

商品を購
入した者に
提供する
景品の価
額の制限
の撤廃

C Ⅲ

　景品表示法は，景品付き販売が野放しの状態で行われる
と，事業者間において，商品・サービスの品質・価格による
競争ではなく，過大な景品提供による不当な顧客の獲得競
争が行われるようになり，本来の商品・サービスによる競争
を歪めることとなるため，公正な競争秩序を維持する観点か
ら，景品類の提供に一定の制限を設けているものである。経
済構造改革の推進に当たっては，公正かつ自由な競争秩序
の維持・確保が不可欠であるところ，景品規制の緩和の提
案については，このような不当な顧客誘引の防止による競
争秩序の維持を目的とする景品規制を緩和することが，経
済改革特別区法の目的等に資するのかどうかといった観点
から，特区の対象とすることは適当ではない。

貴委員会の回答では、「不当な
顧客誘引の防止による競争秩
序の維持」から規制が必要とし
ているが、提案者からは、「消
費者は何をいくらで買って、何
がおまけで付いているかを理
解したうえで購入するかを選択
するのである。」、「むしろ、景品
提供を規制することによって、
事業者間の公正な競争が妨げ
られ、本来、消費者が得られる
はずの利益の享受が阻害され
ているおそれの方が大きい。」
等の意見が出されており、これ
らを踏まえ、再度検討し、回答
されたい。

C Ⅲ

　景品表示法は，景品付き販売が野放しの状
態で行われると，事業者間において，商品・
サービスの品質・価格による競争ではなく，過
大な景品提供による不当な顧客の獲得競争
が行われるようになり，本来の商品・サービス
による競争を歪めることとなるため，公正な競
争秩序を維持する観点から，景品類の提供
に一定の制限を設けているものであり，この
ような観点から，「一般消費者に対する景品
類の提供に関する事項の制限」（総付け景品
制限告示）においても，懸賞によらないで提
供する景品類の価額に一定の制限を設けて
いるものである。
　このような景品規制は，すべての景品類の
提供を禁止するのではなく，本来の商品・
サービスによる競争を歪めることとなるような
もののみを規制しているものであって，消費
者が景品目的で商品・サービスを選択するこ
ととはならないようなものについてまで規制を
するものではない。
　　経済構造改革の推進に当たっては，公正
かつ自由な競争秩序の維持・確保が不可欠
であるところ，提案された特例事項について
は，このような不当な顧客誘引の防止による
競争秩序の維持を目的とする景品規制を緩
和することになり，経済社会の構造改革を推
進するとともに地域の活性化を図るという経
済改革特区の趣旨にも反することになること
から，特区の対象とすることは適当ではな
い。

提案主体の意見によれば、「現在の社会において
は、販売の際に表示が明確になされれば、消費者
は何をいくらで買って、何がおまけで付いているか
を理解した上で購入するか否かを選択するはずで
あり、「過大な景品提供による不当な顧客の獲得競
争が行われる。」という担当省庁の仮定は現実的で
はないと考える。」とあり、これを踏まえ、再度、要
望を実現できないか、具体的に検討し、回答された
い。

C Ⅲ

　景品表示法は，景品付き販売が野放しの状態で
行われると，事業者間において，商品・サービスの
品質・価格による競争ではなく，過大な景品提供に
よる不当な顧客の獲得競争が行われるようになり，
本来の商品・サービスによる競争を歪めることとな
るため，公正な競争秩序を維持する観点から，景
品類の提供に一定の制限を設けているものであ
り，このような観点から，「一般消費者に対する景
品類の提供に関する事項の制限」（総付け景品制
限告示）においても，懸賞によらないで提供する景
品類の価額に一定の制限を設けているものであ
る。平成１４年度においても，総付景品制限告示に
係る景品事件として，３９件を処理しているところで
ある。
　なお，このような景品規制は，すべての景品類の
提供を禁止するのではなく，本来の商品・サービス
による競争を歪めることとなるようなもののみを規
制しているものであって，消費者が景品目的で商
品・サービスを選択することとはならないようなもの
についてまで規制をするものではない。
　　経済構造改革の推進に当たっては，公正かつ
自由な競争秩序の維持・確保が不可欠であるとこ
ろ，提案された特例事項については，このような不
当な顧客誘引の防止による競争秩序の維持を目
的とする景品規制を緩和することになり，経済社会
の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図
るという経済改革特区の趣旨にも反することになる
ことから，特区の対象とすることは適当ではない。

5008210 オリックス㈱
不当景品類規制
（総付け）の撤廃

2 ページ



22 公正取引委　再々検討要請＋回答 

2.管理コー
ド

3.規制の特
例事項名

6.措
置の
分類

7.措置
の内容

8.措置の概要(対応策)
11．各省庁からの回答に対する構
造改革特区推進室からの再検討

要請

12．「措置の
分類」の見
直し

13．「措置の
内容」の見
直し

14．各省庁からの再検討要請に対する回答
15 各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室から
の再々検討要請

16．「措
置の分
類」の見
直し

17．「措
置の内
容」の見
直し

18.各省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

提案主体名
特区計画の名

称
規制の特例事項（事

項名）

220020

商品を購
入した者に
提供する
景品の価
額の制限
の撤廃

C Ⅲ

　景品表示法は，景品付き販売が野放しの状態で行われる
と，事業者間において，商品・サービスの品質・価格による
競争ではなく，過大な景品提供による不当な顧客の獲得競
争が行われるようになり，本来の商品・サービスによる競争
を歪めることとなるため，公正な競争秩序を維持する観点か
ら，景品類の提供に一定の制限を設けているものである。経
済構造改革の推進に当たっては，公正かつ自由な競争秩序
の維持・確保が不可欠であるところ，提案された特例事項に
ついては，このような不当な顧客誘引の防止による競争秩
序の維持を目的とする景品規制を撤廃することになり，経済
社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図ると
いう経済改革特区の趣旨にも反することになることから，特
区の対象とすることは適当ではない。

貴委員会の回答では、「不当な
顧客誘引の防止による競争秩
序の維持」から規制が必要とし
ているが、提案者からは、「消
費者は何をいくらで買って、何
がおまけで付いているかを理
解したうえで購入するかを選択
するのである。」、「むしろ、景品
提供を規制することによって、
事業者間の公正な競争が妨げ
られ、本来、消費者が得られる
はずの利益の享受が阻害され
ているおそれの方が大きい。」
等の意見が出されており、これ
らを踏まえ、再度検討し、回答
されたい。

C Ⅲ

　景品表示法は，景品付き販売が野放しの状
態で行われると，事業者間において，商品・
サービスの品質・価格による競争ではなく，過
大な景品提供による不当な顧客の獲得競争
が行われるようになり，本来の商品・サービス
による競争を歪めることとなるため，公正な競
争秩序を維持する観点から，景品類の提供
に一定の制限を設けているものであり，この
ような観点から，「一般消費者に対する景品
類の提供に関する事項の制限」（総付け景品
制限告示）においても，懸賞によらないで提
供する景品類の価額に一定の制限を設けて
いるものである。
　このような景品規制は，すべての景品類の
提供を禁止するのではなく，本来の商品・
サービスによる競争を歪めることとなるような
もののみを規制しているものであって，消費
者が景品目的で商品・サービスを選択するこ
ととはならないようなものについてまで規制を
するものではない。
　　経済構造改革の推進に当たっては，公正
かつ自由な競争秩序の維持・確保が不可欠
であるところ，提案された特例事項について
は，このような不当な顧客誘引の防止による
競争秩序の維持を目的とする景品規制を緩
和することになり，経済社会の構造改革を推
進するとともに地域の活性化を図るという経
済改革特区の趣旨にも反することになること
から，特区の対象とすることは適当ではな
い。

提案主体の意見によれば、「現在の社会において
は、販売の際に表示が明確になされれば、消費者
は何をいくらで買って、何がおまけで付いているか
を理解した上で購入するか否かを選択するはずで
あり、「過大な景品提供による不当な顧客の獲得競
争が行われる。」という担当省庁の仮定は現実的で
はないと考える。」とあり、これを踏まえ、再度、要
望を実現できないか、具体的に検討し、回答された
い。

C Ⅲ

　景品表示法は，景品付き販売が野放しの状態で
行われると，事業者間において，商品・サービスの
品質・価格による競争ではなく，過大な景品提供に
よる不当な顧客の獲得競争が行われるようになり，
本来の商品・サービスによる競争を歪めることとな
るため，公正な競争秩序を維持する観点から，景
品類の提供に一定の制限を設けているものであ
り，このような観点から，「一般消費者に対する景
品類の提供に関する事項の制限」（総付け景品制
限告示）においても，懸賞によらないで提供する景
品類の価額に一定の制限を設けているものであ
る。平成１４年度においても，総付景品制限告示に
係る景品事件として，３９件を処理しているところで
ある。
　なお，このような景品規制は，すべての景品類の
提供を禁止するのではなく，本来の商品・サービス
による競争を歪めることとなるようなもののみを規
制しているものであって，消費者が景品目的で商
品・サービスを選択することとはならないようなもの
についてまで規制をするものではない。
　　経済構造改革の推進に当たっては，公正かつ
自由な競争秩序の維持・確保が不可欠であるとこ
ろ，提案された特例事項については，このような不
当な顧客誘引の防止による競争秩序の維持を目
的とする景品規制を緩和することになり，経済社会
の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図
るという経済改革特区の趣旨にも反することになる
ことから，特区の対象とすることは適当ではない。

5034440
(社)リース事
業協会

不当景品類規制
（総付け）の撤廃

220030

懸賞によっ
て提供する
景品の最
高限度額
及び総額
に関する
規制の緩
和

C Ⅲ

　景品表示法は，景品付き販売が野放しの状態で行われる
と，事業者間において，商品・サービスの品質・価格による
競争ではなく，過大な景品提供による不当な顧客の獲得競
争が行われるようになり，本来の商品・サービスによる競争
を歪めることとなるため，公正な競争秩序を維持する観点か
ら，景品類の提供に一定の制限を設けているものであり，こ
のような観点から，懸賞制限告示においても，懸賞の方法を
用いて提供する景品類の価額に一定の制限を設けているも
のである。経済構造改革の推進に当たっては，公正かつ自
由な競争秩序の維持・確保が不可欠であるところ，提案され
た特例事項については，このような不当な顧客誘引の防止
による競争秩序の維持を目的とする景品規制を緩和するこ
とになり，経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活
性化を図るという経済改革特区の趣旨にも反することになる
ことから，特区の対象とすることは適当ではない。

2239030
株式会社東
京リーガルマ
インド（50020）

景品付け放題
特区

懸賞によって提供
する景品の最高限
度額に関する規制
の緩和

220030

懸賞によっ
て提供する
景品の最
高限度額
及び総額
に関する
規制の緩
和

C Ⅲ

　景品表示法は，景品付き販売が野放しの状態で行われる
と，事業者間において，商品・サービスの品質・価格による
競争ではなく，過大な景品提供による不当な顧客の獲得競
争が行われるようになり，本来の商品・サービスによる競争
を歪めることとなるため，公正な競争秩序を維持する観点か
ら，景品類の提供に一定の制限を設けているものであり，こ
のような観点から，懸賞制限告示においても，懸賞の方法を
用いて提供する景品類の価額に一定の制限を設けているも
のである。経済構造改革の推進に当たっては，公正かつ自
由な競争秩序の維持・確保が不可欠であるところ，提案され
た特例事項については，このような不当な顧客誘引の防止
による競争秩序の維持を目的とする景品規制を緩和するこ
とになり，経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活
性化を図るという経済改革特区の趣旨にも反することになる
ことから，特区の対象とすることは適当ではない。

2239040
株式会社東
京リーガルマ
インド（50020）

景品付け放題
特区

懸賞によって提供
する景品類の総額
に関する規制の緩
和

3 ページ



22 公正取引委　再々検討要請＋回答 

2.管理コー
ド

3.規制の特
例事項名

6.措
置の
分類

7.措置
の内容

8.措置の概要(対応策)
11．各省庁からの回答に対する構
造改革特区推進室からの再検討

要請

12．「措置の
分類」の見
直し

13．「措置の
内容」の見
直し

14．各省庁からの再検討要請に対する回答
15 各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室から
の再々検討要請

16．「措
置の分
類」の見
直し

17．「措
置の内
容」の見
直し

18.各省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

提案主体名
特区計画の名

称
規制の特例事項（事

項名）

220040

オープン懸
賞規制に
関する規
制の緩和

C Ⅳ

　商品・サービスの取引に附随しない懸賞の方法による景品
類の提供は，景品表示法の対象とならないが，方法として
は，景品表示法の規制対象となる懸賞付販売の延長線上に
あるものであることから，オープン懸賞告示により，独占禁止
法における不公正な取引方法として禁止されているものであ
る。経済構造改革の推進に当たっては，公正かつ自由な競
争秩序の維持・確保が不可欠であるところ，提案された特例
事項については，競争秩序の維持を目的とする独占禁止法
の規制を緩和することになり，経済社会の構造改革を推進
するとともに地域の活性化を図るという経済改革特区の趣
旨にも反することになることから，特区の対象とすることは適
当ではない。

2239050
株式会社東
京リーガルマ
インド（50020）

景品付け放題
特区

オープン懸賞規制
に関する規制の緩
和

4 ページ




